
 大 阪 府 飲 食 店 等 感 染 症 対 策 備 品 設 置 支 援 金 支 給 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 公

布 す る 。  

  令 和 三 年 五 月 三 十 一 日  

大 阪 府 知 事  吉 村  洋 文    

大 阪 府 規 則 第 七 十 八 号  

大 阪 府 飲 食 店 等 感 染 症 対 策 備 品 設 置 支 援 金 支 給 規 則 の 一 部 を 改 正 す  

る 規 則  

 大 阪 府 飲 食 店 等 感 染 症 対 策 備 品 設 置 支 援 金 支 給 規 則 （ 令 和 三 年 大 阪 府 規 則 第 七

十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る 。  

改 正 後  改 正 前  

  

（ 目 的 ）  

第 一 条 こ の 規 則 は 、 飲 食 店 、 喫 茶 店 そ の 他 設 備

を 設 け て 客 に 飲 食 を さ せ る 施 設 （ 以 下 「 飲 食 提

供 施 設 」 と い う 。 ） 又 は 酒 類 を 販 売 し 、 当 該 販

売 し た 酒 類 の 飲 用 の た め の 場 所 を 提 供 し て い

る 施 設 （ 以 下 「 酒 類 販 売 施 設 」 と い う 。 ） （ 以 下

こ れ ら を 「 施 設 」 と い う 。 ） に お い て 新 型 コ ロ

ナ ウ イ ル ス 感 染 症 （ 病 原 体 が ベ ー タ コ ロ ナ ウ イ

ル ス 属 の コ ロ ナ ウ イ ル ス （ 令 和 二 年 一 月 に 、 中

華 人 民 共 和 国 か ら 世 界 保 健 機 関 に 対 し て 、 人 に

伝 染 す る 能 力 を 有 す る こ と が 新 た に 報 告 さ れ

た も の に 限 る 。 ） で あ る 感 染 症 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） の 感 染 の 拡 大 の 防 止 に 資 す る 備 品 を 設 置

し た 事 業 者 に 対 す る 飲 食 店 等 感 染 症 対 策 備 品

設 置 支 援 金 （ 以 下 「 支 援 金 」 と い う 。 ） の 支 給

の 申 請 、 決 定 等 に 関 す る 事 項 そ の 他 支 援 金 に 係

る 予 算 の 執 行 に 関 す る 基 本 的 事 項 を 規 定 す る

こ と に よ り 、 支 援 金 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 化

を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  
 

（ 支 給 の 要 件 ）  

第 二 条 （ 略 ）  
 一 （ 略 ）  
 二 支 援 金 の 申 請 に 係 る 施 設 （ 以 下 「 申 請 施 設 」

と い う 。 ） に つ い て 、 申 請 日 に お い て 、 次 の

イ か ら ハ ま で の い ず れ か に 該 当 す る こ と 。  
 
 
 
  イ  食 品 衛 生 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の

一 部 の 施 行 に 伴 う 関 係 政 令 の 整 備 及 び 経

過 措 置 に 関 す る 政 令 （ 令 和 元 年 政 令 第 百 二

十 三 号 ） 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り な

お 従 前 の 例 に よ り 営 業 （ 飲 食 店 営 業 又 は 喫

茶 店 営 業 に 限 る 。 ） を 行 う こ と が で き る こ

と と さ れ て い る こ と 。  
  ロ 申 請 施 設 に つ い て 、 食 品 衛 生 法 （ 昭 和 二

十 二 年 法 律 第 二 百 三 十 三 号 ） 第 五 十 五 条 第

一 項 の 許 可 （ 飲 食 店 営 業 に 係 る も の に 限

る 。 ） を 受 け て い る こ と 。  

（ 目 的 ）  
第 一 条 こ の 規 則 は 、 飲 食 店 、 喫 茶 店 そ の 他 設 備

を 設 け て 客 に 飲 食 を さ せ る 施 設 （ 以 下 「 施 設 」

と い う 。 ） に お い て 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症

（ 病 原 体 が ベ ー タ コ ロ ナ ウ イ ル ス 属 の コ ロ ナ

ウ イ ル ス （ 令 和 二 年 一 月 に 、 中 華 人 民 共 和 国 か

ら 世 界 保 健 機 関 に 対 し て 、 人 に 伝 染 す る 能 力 を

有 す る こ と が 新 た に 報 告 さ れ た も の に 限 る 。 ）

で あ る 感 染 症 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 感 染 の 拡

大 の 防 止 に 資 す る 備 品 を 設 置 し た 事 業 者 に 対

す る 飲 食 店 等 感 染 症 対 策 備 品 設 置 支 援 金 （ 以 下

「 支 援 金 」 と い う 。 ） の 支 給 の 申 請 、 決 定 等 に

関 す る 事 項 そ の 他 支 援 金 に 係 る 予 算 の 執 行 に

関 す る 基 本 的 事 項 を 規 定 す る こ と に よ り 、 支 援

金 に 係 る 予 算 の 執 行 の 適 正 化 を 図 る こ と を 目

的 と す る 。  
 
 
 
 

（ 支 給 の 要 件 ）  

第 二 条 （ 略 ）  
 一 （ 略 ）  
 二 支 援 金 の 申 請 に 係 る 施 設 （ 以 下 「 申 請 施 設 」

と い う 。 ） に つ い て 、 申 請 日 に お い て 、 食 品

衛 生 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 百 三 十 三 号 ）

第 五 十 二 条 第 一 項 の 許 可 （ 飲 食 店 営 業 又 は 喫

茶 店 営 業 に 係 る も の に 限 る 。 ） を 受 け て い る

こ と 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 支 給 の 申 請 の あ っ た 大 阪 府 感 染 症 対 策 飲 食 店 等 備 品

設 置 支 援 金 支 給 規 則 第 一 条 に 規 定 す る 感 染 症 対 策 飲 食 店 等 備 品 設 置 支 援 金 の 支

給 の 要 件 に つ い て は 、 改 正 後 の 大 阪 府 感 染 症 対 策 飲 食 店 等 備 品 設 置 支 援 金 支 給

規 則 第 二 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

  ハ 酒 税 法 （ 昭 和 二 十 八 年 法 律 第 六 号 ） 第 七

条 第 一 項 に 規 定 す る 製 造 免 許 又 は 同 法 第

九 条 第 一 項 に 規 定 す る 販 売 業 免 許 （ 酒 類 の

販 売 業 に 係 る も の に 限 る 。 ） を 受 け て い る

こ と 。  
 三 申 請 日 に お い て 、 次 の イ 又 は ロ に 掲 げ る 申

請 施 設 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 イ 又 は ロ に 定 め る

要 件 に 該 当 す る こ と 。  
 
 
 
  イ  飲 食 提 供 施 設  飲 食 を さ せ る 役 務 の 提

供 に 係 る 営 業 （ 以 下 「 飲 食 提 供 営 業 」 と い

う 。 ） を 行 っ て い る （ 直 ち に 飲 食 提 供 営 業

を 開 始 す る こ と が で き る 状 態 で 休 業 し て

い る 場 合 を 含 む 。 ） こ と 。  
  ロ  酒 類 販 売 施 設  酒 類 の 販 売 業 及 び 当 該

販 売 業 に お い て 販 売 し た 酒 類 を 飲 用 す る

場 所 の 提 供 （ 以 下 「 酒 類 飲 用 場 所 提 供 」 と

い う 。 ） を 行 っ て い る （ 直 ち に 再 開 す る こ

と が で き る 状 態 で 酒 類 飲 用 場 所 提 供 を 休

止 し て い る 場 合 を 含 む 。 ） こ と 。  
 四 ・ 五  （ 略 ）  
 六 申 請 施 設 に つ い て 、 申 請 日 後 も 飲 食 提 供 営

業 又 は 酒 類 飲 用 場 所 提 供 を 行 う 意 思 を 有 す

る と 認 め ら れ る こ と 。  
 七 ・ 八  （ 略 ）  

 
 
 
 
 
 三 申 請 施 設 に つ い て 、 申 請 日 に お い て 飲 食 を

さ せ る 役 務 の 提 供 に 係 る 営 業 （ 以 下 「 飲 食 提

供 営 業 」 と い う 。 ） を 行 っ て い る （ 申 請 施 設

に お い て 直 ち に 飲 食 提 供 営 業 を 開 始 す る こ

と が で き る 状 態 で 休 業 し て い る 場 合 を 含

む 。 ） こ と 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 四 ・ 五  （ 略 ）  
 六 申 請 施 設 に つ い て 、 申 請 日 後 も 飲 食 提 供 営

業 を 行 う 意 思 を 有 す る と 認 め ら れ る こ と 。  
 
 七 ・ 八  （ 略 ）  

  


